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告 示 

 

◎江東区告示第２５６号 

介護保険法第７８条の２第１項及び第１１５条

の１２第１項の規定により指定地域密着型サービ

ス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事

業者を指定したので、同法第７８条の１１及び第

１１５条の２０の規定に基づき、下記のとおり告

示する。 

  令和５年８月７日 

      江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３９０８００６８６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

グループホーム扇苑深川 

東京都江東区扇橋２‐１‐８ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

医療法人社団高裕会 

東京都江東区扇橋２‐１‐８ 

  理事長 立川 裕理 

４ 指定年月日 

令和５年８月１日 

５ サービスの種類 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

                    

◎江東区告示第２５７号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和５年８月８日 

      江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １２７２９００３８０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

シルバーハート東中沢デイサービスセンター 

千葉県鎌ケ谷市東中沢１‐１３‐２０ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

有限会社シルバーハート 

千葉県鎌ケ谷市東中沢１‐１３‐２０ 

  代表取締役 天沼 幸子 

４ 廃止年月日 

平成３０年８月１８日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第２５８号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞

退について 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の６第１項の

規定による確認の辞退があったため、法第５８条

の１１第２号の規定により下記のとおり告示する。 

令和５年８月８日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 

特定子ど

も・子育

て支援提

供者の名

称 

施設名 所在地 辞退年

月日 

施設

等の

種類 

高橋 早

希 

高橋 早

希 

江 東 区

新 砂 １

丁目 

令 和 ５

年 ５ 月

３ ０ 日 

認 可

外 保

育 施

設 

                    

◎江東区告示第２６２号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和５年８月１６日 

      江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０５９２９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

グッドワン東部営業所 

東京都江東区南砂６‐３‐２６‐１０２ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

グッドワン株式会社 

東京都江東区住吉１‐１４‐１１ 

  代表取締役 中山 茂 

４ 廃止年月日 

令和５年７月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２６５号 

江東区環境学習情報館条例（平成１８年１２月

江東区条例第５４号）第６条第２項の規定に基づ

き、下記のとおり休館する。 

  令和５年８月１８日 
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      江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 休館する施設 
名  称 位  置 

江東区環境学習情報館 江東区潮見一丁目２９

番７号 

２ 休館日 

  令和５年９月３日（日） 

３ 理由 

  電気設備点検のため 

                    

◎江東区告示第２６７号 

令和元年１０月１日江東区告示第２５８号（特

定子ども・子育て支援施設等の確認について）の

一部を次のように改正する。 

令和５年８月２２日 

江東区長  木 村 弥 生 

別紙の表中「アスク亀戸保育園」を「アスクバ

イリンガル保育園 亀戸」に改める。 

                    

◎江東区告示第２７０号 

令和４年３月９日江東区告示第８１号（特定子

ども・子育て支援施設等の確認について）の一部

を次のように改正する。 

令和５年８月２２日 

江東区長  木 村 弥 生 
「 エルニード（il nido） 」 

を 
「 イルニード（il nido） 」 

に改める。 

                    

◎江東区告示第２７１号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年８月２２日 

江東区長  木 村 弥 生 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２７２号 

 江東区立児童遊園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１４号）第２条第２項の規定に基づき、次

の児童遊園を令和５年８月３１日から設置する。 

令和５年８月２８日 

江東区長  木 村 弥 生 

１ 設置する児童遊園 

名称 位置 

江東区立北砂一丁目第

三児童遊園 

江東区北砂一丁目４番

３３号 

２ 供用開始日 

令和５年８月３１日 

３ 区域及び面積 

別図のとおり 
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[別図] 
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◎江東区告示第２７６号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定の変更（一部取消し）をした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

  令和５年８月３１日 

江東区長  木 村 弥 生    

           記 

１ 変更（一部取消し）に係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 変更(一部取消し）の年月日 

令和５年８月３１日 

３ 変更（一部取消し）に係る道路の位置 

江東区南砂三丁目 

１１番１９の一部、１１番１１８の一部、１

１番１６７の一部、１１番１６８の一部、１

１番１６９の一部、１１番１７５の一部、２

１番１９の一部、２１番３７の一部 

４ 変更（一部取消し）に係る道路の延長及び幅 

  員 

取消し 幅員６．００ｍ 延長６１．４０ｍ 

取消し 幅員５．００ｍ 延長３０．８０ｍ 

取消し 幅員４．００ｍ 延長７３．１７ｍ 

                    

◎江東区告示第２８２号 

特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

令和５年９月５日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 
特定子ど

も・子育

て支援提

供者の名

称 

施設名 所在地 確認年

月日 

施設

等の

種類 

池田 舞 池田 舞 江 東 区

大 島 九

丁目 

令 和 ５

年 ４ 月

１日 

認 可

外 保

育 施

設 

                    

◎江東区告示第２８３号 

特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

令和５年９月５日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

特定子ど

も・子育

て支援提

供者の名

称 

施設名 所在地 確認年

月日 

施設

等の

種類 

株式会社

ミライキ

ッズｄｅ
えがお 

Ｋｉｄｓ 

Ｄｕｏ 

Ｉｎｔｅ

ｒｎａｔ

ｉｏｎａ

ｌ 東雲 

江 東 区

東 雲 一

丁 目 ５

番 １ ９

号  Ａ

Ｉ Ｐ ２

５ 豊 洲

ビ ル ３

階 

令 和 ５

年 ４ 月

１日 

認 可

外 保

育 施

設 

                    

◎江東区告示第２８６号 

 江東区立都市公園条例施行規則（昭和５２年６

月江東区規則第２４号）第３条第３項の規定に基

づき、下記の公園を一部休園する。 

  令和５年９月５日 

江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 一部休園する公園 
名称 位置 

江東区立東雲水辺公園 

江東区豊洲一丁目９番先

から 

辰巳一丁目１番先まで 

２ 区域及び面積 

別図のとおり 

３ 一部休園期間 

令和５年９月１１日から工事完了まで 

４ 一部休園理由 

東京都東京港建設事務所による辰巳運河（東

雲一丁目）内部護岸（補強）上部整備及びその

他工事施工のため 
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［別図］ 
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◎江東区告示第２８７号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定の変更（一部取消し）をした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

  令和５年９月５日 

江東区長  木 村 弥 生    

           記 

１ 変更（一部取消し）に係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 変更（一部取消し）の年月日 

令和５年９月５日 

３ 変更（一部取消し）に係る道路の位置 

江東区南砂五丁目 

５１７番４４の一部、５１７番４５の一部、

５１７番４７の一部 

４ 変更（一部取消し）に係る道路の延長及び幅 

 員 

取消し 幅員５．４５ｍ 延長１６．６５ｍ 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１４号 

 下記により、令和５年第４回江東区教育委員会

臨時会を招集する。 

  令和５年８月１４日 

 江東区教育委員会         

            教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和５年８月１７日（木）  

午前１０時 

２ 場所 江東区教育センター 大研修室 

３ 協議事項 

(1) 令和６年度小学校教科用図書採択について 

                    

◎江東区教育委員会告示第１５号 

 下記により、令和５年第８回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和５年８月２２日 

 江東区教育委員会         

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和５年８月２５日（金） 

午前１０時 

２ 場所 江東区教育センター 大研修室 

３ 報告事項 

(1) 令和６年度区立幼稚園の園児募集について 

４ 協議事項 

(1) 令和６年度小学校教科用図書採択について 

ほか 

                    

◎江東区教育委員会告示第１６号 

 江東区文化財保護条例（昭和５５年１０月江東

区条例第３２号）第４条の規定に基づき、下記に

ついて江東区登録文化財に登録する。 

  令和５年８月３１日 

 江東区教育委員会         

記 

登録内容変更 

１ 江東区登録史跡 

(1) 妙寿寺跡   

江東区猿江２‐２、３、４、５付近 

   （変更前所在地 江東区猿江２‐２付近） 

                    

◎江東区教育委員会告示第１７号 

 下記により、令和５年第９回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和５年９月５日 

 江東区教育委員会         

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和５年９月８日（金） 

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

  日程第１ 議案第３０号 令和４年度江東区

一般会計歳入歳出

決算に関する意見

聴取 

  日程第２ 議案第３１号 令和５年度江東区

一般会計補正予算

（第４号）に関す

る意見聴取 

  日程第３ 議案第３２号 江東区立学校の学

校医、学校歯科医

及び学校薬剤師の

公務災害補償に関

する条例の一部を

改正する条例に関

する意見聴取 

  日程第４ 議案第３３号 江東区立幼稚園教

育職員の給与に関

する条例の一部を

改正する条例に関

する意見聴取 

日程第５ 議案第３４号 江東区立幼稚園教

育職員の給与に関

する条例施行規則

の一部を改正する

規則 

  日程第６ 議案第３５号 江東区立幼稚園教

育職員の住居手当

に関する規則の一

部を改正する規則 

  日程第７ 議案第３６号 江東区立幼稚園教

育職員の勤務時間、

休日、休暇等に関

する条例の一部を

改正する条例に関

する意見聴取 

  日程第８ 議案第３７号 江東区立幼稚園教

育職員の勤務時間、

休日、休暇等に関

する条例施行規則

の一部を改正する
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規則 

  日程第９ 議案第３８号 図書館の指定管理

者の指定に関する

意見聴取 

４ 報告事項 

(1) 令和６年成人の日の式典（二十歳のつど

い）の開催について ほか 

５ 協議事項 

(1) 令和５年度江東区教育委員会の権限に属す

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第３０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和５年９月１日 

       江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，６２０ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数           

１３８，４９４ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

７１，８２７ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第３１号 

江東区選挙管理委員会規程（平成１５年７月江

東区選挙管理委員会告示第４３号）の一部を次の

ように改正する。 

令和５年９月１日 

         江東区選挙管理委員会 

第１２条中「ものについては」を「もので、」

に改め、「により」の次に「特に指定したものに

ついては」を加え、同条に次の２項を加える。 

２ 緊急の必要がある場合において、委員会が成

立しないとき又は委員会を招集するいとまがな

いときは、委員長は、委員会の権限に属する事

項を専決処分することができる。 

３ 前項の規定により専決処分を行った事項につ

いては、委員長は、次の委員会においてこれを

報告し、その承認を求めなければならない。 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和５年度第１回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

なお、にしがき委員及び鬼頭委員は、就任前の

ため、本監査には関与していない。 

令和５年８月１５日 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       藏 田 朝 彦 

同       にしがき  誠 

同       鬼 頭 たつや 

〔別紙〕 
令和５年度第１回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

 １ 監査の対象施設 

  (1) 男女共同参画推進センター 

 (2) 清掃事務所 

(3) 教育センター 

(4) 江東図書館 

(5) 深川図書館 

 ２ 監査の対象事項 

令和４年度（深川図書館については令和

２、３及び４年度）における財務に関する事

務の執行状況及び施設の管理状況について 

 ３ 監査の実施期日 

令和５年５月９日（火）から同月１９日

（金）まで（５日間） 

第２ 監査の手続 

施設・事業概要調書等の資料の提出を求め、

監査当日は、関係職員の説明を聴取しつつ、関

係書類及び帳簿との照査突合を行うとともに、

施設の内外についても必要と認める監査を実施

した。 

なお、施設の維持管理について重点監査項目

として監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務及び施設管

理は、法令等に従い、おおむね適正かつ効率的

に執行又は処理がされているものと認められ、

重点監査項目の施設の維持管理についても、特

に指摘する事項はない。 

なお、監査の際に散見された誤記その他の事

務上の軽微な誤りについては、関係部署に対

し、口頭で改善を促した。 

 


